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衆
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令
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衆
議
院
議
員
大
島
令
子
君
提
出
愛
知
万
博
の
会
場
計
画
の
変
更
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
（
以
下
「
本
博
覧
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
愛
知
県
に
お
け
る
国
際
博
覧
会
の
開

催
申
請
に
つ
い
て
」
（
平
成
七
年
十
二
月
十
九
日
閣
議
了
解
）
に
お
い
て
、
本
博
覧
会
に
係
る
計
画
の
具
体
化
に
当
た
っ
て

自
然
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
、
環
境
影
響
評
価
を
適
切
に
行
う
こ
と
等
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
閣
議
了
解
を
受
け
、
通
商
産
業
省
は
、
そ
の
具
体
的
実
施
方
法
に
つ
い
て
、
財
団
法
人
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協

会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
、
平
成
十
年
三
月
二
十
七
日
、
「
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
環
境
影
響
評
価
要
領

（
通
達
）
」
を
発
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
協
会
が
取
り
ま
と
め
た
環
境
影
響
評
価
書
（
以
下
「
評
価
書
」
と
い
う
。
）
に
対

し
て
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
環
境
庁
長
官
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
、
平
成
十
二
年
一
月
二
十
一
日
、
通
商
産
業
大
臣
意
見

（
以
下
「
大
臣
意
見
」
と
い
う
。
）
を
示
し
た
。

右
の
中
で
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
�
大
気
環
境
の
良
好
な
状
態
を
保
持
す
る
た
め
、
協
会
が
使
用
す
る
来
場
者
輸
送
用
車

両
等
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
低
公
害
型
の
も
の
を
採
用
す
る
等
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
、
来
場
者
に
対
し
公
共
輸
送
機
関
の

利
用
や
低
公
害
型
車
両
の
使
用
を
奨
励
す
る
等
実
効
あ
る
対
策
に
努
め
る
こ
と
、
�
水
環
境
の
良
好
な
状
態
を
保
持
す
る
た

一



め
、
会
場
か
ら
発
生
す
る
汚
水
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
�
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
そ
の
発
生
量
を
最
小
化
す

る
こ
と
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
原
料
等
の
調
達
段
階
か
ら
製
造
、
流
通
、
使

用
、
廃
棄
・
リ
サ
イ
ク
ル
段
階
ま
で
の
全
般
に
わ
た
る
環
境
負
荷
を
総
合
的
に
評
価
す
る
手
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

考
え
方
に
留
意
し
つ
つ
施
設
撤
去
時
の
発
生
抑
制
に
努
め
る
こ
と
、
�
生
物
の
多
様
性
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の
体
系
的
保

全
に
つ
き
、
オ
オ
タ
カ
等
の
動
植
物
及
び
そ
の
生
息
・
生
育
環
境
を
含
め
た
里
地
生
態
系
の
適
切
な
保
全
を
図
る
こ
と
等
の

意
見
を
述
べ
て
い
る
。

現
在
、
協
会
に
お
い
て
、
大
臣
意
見
を
勘
案
し
、
必
要
な
調
査
等
を
行
っ
た
上
、
評
価
書
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

て
お
り
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
博
覧
会
の
会
場
周
辺
に
お
い
て
は
、
現
在
、
政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
が
東
海
環
状
自
動
車
道
を
始
め
と

す
る
道
路
交
通
網
の
整
備
等
を
推
進
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
交
通
渋
滞
の
緩
和
等
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

今
後
と
も
、
本
博
覧
会
の
事
業
の
実
施
に
当
た
り
自
然
環
境
や
生
活
環
境
へ
の
配
慮
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
、

関
係
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
行
う
と
と
も
に
、
協
会
を
適
切
に
指
導
す
る
所
存
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

二



現
在
、
協
会
に
お
い
て
、
大
臣
意
見
を
勘
案
し
て
、
環
境
負
荷
低
減
の
た
め
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
考
え
方
の
活
用
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
環
境
対
策
に
係
る
費
用
と
効
果
を
評
価
す
る
手
法
と
し
て
の
環

境
会
計
の
導
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

本
博
覧
会
の
会
場
内
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
オ
オ
タ
カ
の
保
護
対
策
の
在
り
方
等
を
検
討
す
る
た
め
に
平
成
十
一

年
六
月
二
十
三
日
に
愛
知
県
及
び
協
会
が
設
置
し
た
国
際
博
会
場
関
連
オ
オ
タ
カ
調
査
検
討
会
（
以
下
「
オ
オ
タ
カ
調
査
検

討
会
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日
に
「
国
際
博
会
場
関
連
オ
オ
タ
カ
保
護
方
策
中
間
報
告
」
（
以
下

「
中
間
報
告
」
と
い
う
。
）
を
取
り
ま
と
め
た
。
中
間
報
告
に
お
い
て
は
、
オ
オ
タ
カ
の
保
全
目
標
、
具
体
的
保
護
方
策
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
等
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
愛
知
県
長
久
手
町
青
少
年
公
園
地
区
会
場
に
つ
い
て
は
、

「
営
巣
環
境
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
暫
定
的
な
判
断
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
計
画
を
推
進

じ

し
て
よ
い
。
」
と
さ
れ
、
同
地
区
に
お
け
る
採
餌
環
境
に
対
し
て
検
討
す
べ
き
配
慮
事
項
と
し
て
、
「
鳥
類
の
建
築
物
等
へ

の
衝
突
防
止
」
、
「
樹
林
地
等
を
多
く
設
け
る
」
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
臣
意
見
に
お
い
て
も
、
協
会
に
対
し
て
、
オ
オ
タ
カ
調
査
検
討
会
に
お
け
る
検
討
内
容
を
確
実
に
反
映
し
た
適

三



切
な
保
護
対
策
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、オ
オ
タ
カ
の
繁
殖
等
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
対
処
す
る
と
と
も
に
、

オ
オ
タ
カ
の
追
跡
調
査
を
行
う
こ
と
等
適
切
な
対
応
を
求
め
て
い
る
。

今
後
は
、
協
会
に
お
い
て
、
大
臣
意
見
、
中
間
報
告
等
に
基
づ
き
、
適
切
な
オ
オ
タ
カ
保
護
対
策
を
講
じ
て
い
く
も
の
と

承
知
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
協
会
を
適
切
に
指
導
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

本
博
覧
会
の
会
場
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
十
二
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
国
際
事
務
局
総
会
に
お
い
て
、
愛

知
県
瀬
戸
市
の
南
東
部
（
海
上
地
区
）
、
同
県
豊
田
市
の
科
学
技
術
交
流
セ
ン
タ
ー
予
定
地
及
び
同
県
長
久
手
町
の
青
少
年

公
園
と
す
る
こ
と
が
登
録
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
同
県
名
古
屋
市
笹
島
地
区
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
市
は
、
市
議
会
に
お
い
て
、
名
古
屋
駅
に
近
接
す
る

と
い
う
立
地
条
件
を
い
か
し
て
、
例
え
ば
会
場
へ
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
発
着
場
や
本
博
覧
会
の
広
報
拠
点
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
具
体
的
な
利
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
今
後
関
係
者
間
で
検
討
す
る
旨
説
明
し
た
も
の
と
承
知
し
て

い
る
。

五
に
つ
い
て

四



堺
屋
太
一
氏
は
、
平
成
十
三
年
三
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
協
会
の
理
事
会
で
、
協
会
の
最
高
顧
問
に
委
嘱
さ
れ
た
と
承

知
し
て
い
る
。

な
お
、
協
会
に
お
い
て
は
、
同
氏
を
最
高
顧
問
と
し
て
委
嘱
す
る
に
当
た
り
、
同
氏
は
千
九
百
七
十
年
の
日
本
万
国
博
覧

会
を
始
め
国
内
外
の
様
々
な
博
覧
会
に
お
い
て
優
れ
た
見
識
に
基
づ
い
た
活
躍
を
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
豊
富
な
経
験
を
本

博
覧
会
に
い
か
す
よ
う
期
待
し
て
い
る
旨
発
表
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

五


